
紹介受診重点医療機関について

【協議の場】
①紹介受診重点外来に関する基準（※）を満たした医療機関については、
紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹介率等も
参考にしつつ協議を⾏う。
（※）初診に占める紹介受診重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める紹介受診重点外来の割合25％以上
②紹介受診重点外来に関する基準を満たさない医療機関であって、
紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活⽤して協議を⾏う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の機能に着目して、以下のとおり紹

介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。

①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有

無等を報告し、

②「協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

協議の場における協議

【外来機能報告】
○紹介受診重点外来等の実施状況

・医療資源を重点的に活⽤する⼊院の前後の外来
・⾼額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、協議の場における外来機能の明確化・連携の推進のための必要
な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を⾒込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医
機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて紹介受診
重点医療機関を受診する。
状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関
外来機能報告（紹介受診重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表
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協議フローについて
協議の場での再協議が求められる

紹介受診重点外来の
基準*1確認

紹介受診重点医療機関
における意向の確認 結論 ⽅向性

協議の場（２回目）
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再協議*

対象外**

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

対象外**

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

１

２

３

協議の場（1回目）
結論・⽅向性

紹介受診重点医療機関となるこ
とを確認・再度の説明＊3を要求
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＊1 紹介受診重点外来の基準︓
・初診基準︓40％以上（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）
・再診基準︓25％以上（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）

＊2 紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上を参考の⽔準とする。
＊3 基準の達成に向けたスケジュール等を書面又は口頭で説明を求め、その内容を公表する。

（出典）外来機能報告等に関するガイドライン、令和５年５⽉17日付事務連絡「外来機能報告における協議の場の進め方」

＜既に紹介受診重点医療機関として公表されている医療機関について、協議を⾏う場合の留意点＞
* ︓協議が整わない場合、その協議までの協議結果を継続すること
**︓紹介受診重点医療機関ではなくなる場合も、協議の場の協議により、紹介受診重点医療機関

にならないことを確認すること



※兵庫県ホームページで公表、神戸圏域のみ抜粋（16病院）
令和5年9月1日

紹介受診重点医療機関リスト

No 都道府県番号 都道府県名 医療機関名称 医療機関住所 電話番号 公表日 廃止日 保険医療機関コード* 備考

29 28 兵庫県 公益財団法人 甲南会　甲南医療センター 神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16 078-851-2161 令和5年9月1日 2810101069

30 28 兵庫県
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市

民病院
神戸市中央区港島南町2丁目1-1 078-302-4321 令和5年9月1日 2815107418

31 28 兵庫県 日本赤十字社 神戸赤十字病院 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 078-231-6006 令和5年9月1日 2815106055

32 28 兵庫県 独立行政法人 労働者健康安全機構 神戸労災病院 神戸市中央区籠池通4丁目1番23号 078-231-5901 令和5年9月1日 2815101163

33 28 兵庫県 医療法人社団　神戸低侵襲がん医療センター 神戸市中央区港島中町8丁目5番1 078-304-4100 令和5年9月1日 2815107657

34 28 兵庫県 兵庫県立こども病院 神戸市中央区港島南町1丁目6-7 078-945-7300 令和5年9月1日 2815108218

35 28 兵庫県
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立 神戸アイセンター

病院
神戸市中央区港島南町二丁目1番地の8 078-381-9876 令和5年9月1日 2815108390

36 28 兵庫県 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 神戸市中央区脇浜町1丁目4-47 078-261-6711 令和5年9月1日 2815105040

37 28 兵庫県 医療法人 川崎病院 神戸市兵庫区東山町3-3-1 078-511-3131 令和5年9月1日 2810500401

38 28 兵庫県 独立行政法人 地域医療機能推進機構　神戸中央病院 神戸市北区惣山町2丁目1番1 078-594-2211 令和5年9月1日 2815001207

39 28 兵庫県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会兵庫県病院 神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号 078-987-2222 令和5年9月1日 2815001538

40 28 兵庫県
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市

民病院
神戸市長田区一番町2丁目4番地 078-576-5251 令和5年9月1日 2810606133

41 28 兵庫県 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター 神戸市須磨区西落合３丁目１−１ 078-791-0111 令和5年9月1日 2819900107

42 28 兵庫県 公益社団法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院 神戸市垂水区学が丘1丁目21番1号 078-781-7811 令和5年9月1日 2810804241

43 28 兵庫県
社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 兵庫県立リハビリテーション中

央病院
神戸市西区曙町1070 078-927-2727 令和5年9月1日 2815200965

44 28 兵庫県
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療セン

ター
神戸市西区糀台5丁目7番地1 078-997-2200 令和5年9月1日 2815203506

*＜参考＞ 10桁の保険医療機関コードは、都道府県コード（２桁）＋点数表番号（１桁）＋保険医療機関コード（７桁）で構成されています。 

例：北海道所在の医科の保険医療機関（保険医療機関コード：1234567）の場合、01（都道府県コード）+1（点数表番号）+1234567（医療機関ごとのコード） ※都道府県コードが１桁の場合、先頭に「0」をつけてください。


